
別紙 ６

（１）工事責任者【線閉・停電責任者】　　略称：工事責任者（線）

軌道整備車
運転指揮者

軌道工事

営繕工事
土木・建築工事

教習名称 安全の基本 技術基礎

適用 ○ １～４ 新規：必須 更新：希望者 新規：必須 更新：希望者

検査名称 身体機能

適用 ○

（２）係員教育

監理技術者

主任技術者

工事責任者

軌道整備車
運転者

事故防止専任者

全分野

教習名称 安全の基本 技術基礎

適用 ○ １～３

検査名称 身体機能

適用 ○

（３）列車見張員

全分野

教習名称 安全の基本 技術基礎

適用 ○ １～２

検査名称 身体機能

適用 ○

（４）工事指揮者（安全点検者）　　　　　　　略称：工事指揮者（安）

軌道工事

営繕工事
土木・建築工事

教習名称 安全の基本 技術基礎

適用 ○ 1

検査名称 身体機能

適用 ○

実地訓練合格者講習会

精神（クレペリン）

当社線路関係工事において行える業務

当社線路関係工事において 行える業務

工事責任者（線閉・停電責任者）

本資格を有し、線路閉鎖作業または軌道整備車運転業務の十分な経験があり、軌道整備車運転講習
修了証の認定者であること。

講習会

検査

受験における必要業務経験

軌道工事に５年以上従事し、請負者が行う工事指揮者としての教育を修了していること。

申請することにより工事指揮者（安全点検者）資格を同時取
得可能。ただし、必要な業務経験年数を要する。

当社線路関係工事において 行える業務

検査

建設工事に３年以上従事し、請負者が行う工事指揮者としての教育を修了していること。
受験における必要業務経験

講習会

受験における必要業務経験
線路関係工事に従事した経験が１年以上あり、請負者が行う列車見張員としての教育を修了している
こと。

講習会
列車見張員シミュレーター講習

新規・更新：必須

検査
精神（クレペリン）

検査

精神（クレペリン）

○

※：係員（工事責任者）と同等の能力を有する方は東急電鉄
保線区長ならびに保線課長が審査し、結果合格であれば保
線課長が受講申請書に押印します。

申請することにより列車見張員、工事指揮者（安全点検者）
資格を同時取得可能。
ただし、各資格に必要な業務経験年数を要する。なお、列車
見張員資格は、列車見張員シミュレーター講習受講が必須
となります。

講習会

本資格を有し、軌道工事もしくは建設改良工事に７年以上の業務経験を有するもの

本資格を有して建設業法で定める資格を有していること。

本資格を有し、軌道工事においては５年以上従事し、かつ、営業線工事１年以上の業務経験を有して
いること。なお、工事責任者と同等の能力を有すると判断されたものに限り、請負者の推薦および区長
同意のうえ、保線課長の承認した者は対象条件により軌道工事１年～３年以上とすることができる。
（※）
　営繕・土木・建築工事においては、建設工事に３年以上もしくは線路関係工事に１年以上従事し、建
設業法で定める資格のうち工事に必要な資格を有するか、またはそれに準ずる能力のあること。

工事指揮者（安全点検者）

なし　（但し、係員資格と併願して列車見張員資格、工事指揮者（安）を取得する場合には各資格要件に準ず
る）
※なお、係員教育認定取得後、事故防止専任者、監理技術者、主任技術者、工事責任者の業務を行う場合
は、東急電鉄線路関係工事請負業者工事施工規程第3条に基づき、年度初めの施工管理者および列車見張
員名簿提出時に実務経験書を東急電鉄へ届け出ること。

本資格を有し、軌道工事においては１０年以上従事し、かつ、工事責任者の経験が３年以上あること。
または線路関係工事に７年以上従事し、建設業法で定める資格のうち工事に必要な資格を有する者
であること。
土木・建築工事、営繕工事においては建設工事に７年以上従事し、建設業法で定める資格のうち工事
に必要な資格を有するか、またはそれに準ずる能力のあること。

本資格を有し、軌道工事に１年以上従事し、保線課長が承認した者で、軌道整備車運転講習修了証
の認定者であること。

○

2025年1月

東急電鉄 工務部施設保全課

工務部各資格の概要

当社線路関係工事において 行える業務 列車見張員

○

※１：係員（工事責任者）と同等の能力を有する方は東急電
鉄保線区長ならびに保線課長が審査し、結果合格であれば
保線課長が受講申請書に押印します。
※２：軌道工事3年限定者は東急電鉄保線課長が審査し、結
果合格であれば保線課長が受講申請書に押印します。

申請することにより列車見張員、工事指揮者（安全点検者）
資格を同時取得可能。ただし、各資格に必要な業務経験年
数を要する。なお、列車見張員資格は、列車見張員シミュ
レーター講習受講が必須となります。

軌道工事に５年以上従事し、かつ、営業線工事１年以上の業務経験を有していること。なお、係員（工
事責任者）と同等の能力を有すると判断されたものに限り、請負者の推薦および区長同意のうえ、保線
課長の承認した者は対象条件により軌道工事１年～３年以上とすることができる。（※１）
 また、限定した作業に限り従事する場合、請負者が推薦し保線課長が承認した者は３年以上とするこ
とができる。（※２）

建設工事に３年以上もしくは線路関係工事に１年以上従事し、建設業法で定める資格のうち工事に必
要な資格を有するか、またはそれに準ずる能力のあること。

受験における必要業務経験


